
調査の回答方法について

調査の回答方法は３パターンあります。

① 調査員に直接渡す。

　 ※後日調査員が回収にお伺いします。

② 調査票配布時にお渡しする返信用封筒で郵送する。

　 ※郵送料の負担はありません。

③ インターネットを利用して回答する。

　 ※操作方法等はインターネット回答利用ガイド

　　 をご覧ください。

インターネット回答が オススメ です！

《インターネット回答の利点について》

〇インターネット回答は、調査期間中

　24 時間いつでもパソコンやスマー

　トフォン・タブレットから回答でき

　ます。

〇新型コロナウイルス感染症対策として、非対面

　で回答することができます。

〇調査期間中は、回答した内容を修正することも

　できます。

〇インターネットで回答された世帯は、紙の調査

　票への記入が不要になるため、調査員が再度調

　査票の回収に行くことはありません。

〇インターネット回答の内容

　は、国勢調査回答システム

　に直接送信されますので、　

　調査員が内容を見ることは

　ありません。
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調査の期間について

回答期間について

調査書類の配布について

令和 2 年 10 月 1 日現在で実施します。

　調査員が 9 月 14 日㈪から町内の全世帯を訪問

　し、10 月 1 日現在の状況を調査票に記入して

　いただきます。記入していただいた調査票は、

　10 月上旬から再び調査員が回収に訪問いたし

　ます。

　郵送またはインターネットにより回答された世

　帯には再訪問は行きません。

【インターネット回答期間】

令和 2 年 9 月 14 日㈪から
10 月 7 日㈬まで

【調査票（紙）での回答期間】

令和 2 年 10 月 1 日㈭から
10 月 7 日㈬まで

9 月 14 日㈪から
国勢調査員が世帯に伺います。

　世帯主の氏名、世帯人員をお聞きし、

　調査票及びインターネット回答利用ガ

　イドをお渡しします。

国勢調査

▲ 調査員は調査員証、腕章を
　 必ず携帯しています。


